
 

子ども（20 歳未満）が、たばこを吸ったりお酒を飲むことは、 

法律で禁止されています。 

法律で禁止されているから、やらないよ！ 

成長期の脳や肺、血液な

ど、体に悪いんだって。

運動能力や記憶力（きお

くりょく）も悪くなる

よ。勉強や部活にマイナ

スだよね。 

タバコはくさいし、歯や

肺が真っ黒。「毒の缶詰

（かんづめ）」なんだっ

て。 

たばこやお酒に使

うお金があった

ら、他に好きなも

のを買うよ。 

成長期のぼくたちが吸

ったりすると、ニコチン

の依存症（いぞんしょ

う）になるのが早いん

だ。やめられなくなる

よ。 

お酒もくさいよね。 

脳がまひしてろれつが

まわらなくなったり、急

性アルコール中毒で死

ぬこともあるんだって。 

たばこやお酒で補導された少年

が、始めたきっかけは「友だちに

誘われたから」とか、「なんとなく」

などが多いらしいよ。 

でも、かっこ悪いことはきっぱり

と断ることが大切だよね！ 

愛媛県警察 

たばこやお酒は、きみたちの心のすきまに忍びこんでくるんだ！ 

たばこやお酒に頼（たよ）らなくてもいい生活を送れるはずだよ！ 

最初の１本、１杯に手を出さないことが大切なんだ。 

「せんぱいにたばこをすすめられたんだけど…」、「悩みごとがあるん

だけど･･･」電話してみませんか？ 
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